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よえがさ

第2次大戦後， J946年にふたたび政権をう災得 した、（ン

ド国民会議派は，ただちに年米の公約であ ったザミン ダ

ーリー廃I|．：のため叫惜I性を講じた。最初にとられた梢iri:

は「立法議会は， 耕作者と国家と 0)|ii]に介在する中介人

に関わる，この州のザミンターリ ー11ifl)!t廃1|＿：の原則を7J¥

認し，そのような中介人の諸怖利が補償金を支払って取

得されるべき..:と， よに政府が..:0.） | I的のにど）0）'条を別

餅rする委t,［会を任命すべきこと を決成する」（注1)という

1946年8月8日にウノクル ・プラデシ州立法議会におい

て採択された決議にもとづき，同州政府がザミンダーリ

ー廃ll委 員会を任命したこ とであったQ この委員会は，

小作人への所打権のIIjし炉，ザ ミンタ ールにちに対する補

償金の計1外illi：および支払い方法，新しい上地i呆炉捕）Jk.0)ド

における諸権利の内容，程度の確k,地租の森定、および

その徴収方法筍について，政府に勧告することを要請さ

れた。同委員会は，慎重な討議を重ねに後， 1948年 8月

にその報告粛を政府に提出 し如政府はその語勧告にも

とづいて作成した「ザミンダーリー靡JLお よ び土地改1,•,:

法案」を， 1949年・7月71=1に立法議会に提出した。その

法案は1951年 1月16日に州立法議会を通過成立して，同

24日にインド連邦大統領の承認を得たが，ザ ミンダール

たちの行動によって，施行はさらに 1年半遅ら された。

すなわち同法が成立するや否や，ザミンダールたちは，

それを逸憲として，アラハバー ド高等裁判所に提訴し，

そこで合憲であると の判決が下される と，さ らにイ ンド

連邦最高裁判所に上告した。イ ンド連邦中央政府は，ザ

ミンダーリー廃止のための憲法上の障害を除去するため

に，憲法を修正し，その後最高裁判所はアラハバ ード高

等裁判所の判決を支持 したので，同法は，州立法議会に

よるザミどダーリー廃止決議採択以来約 6年後の1952年

7月 1日に，効力を発 して， 施行される こと になった。

以上のような経過をたどって成立した，1950年ウ ッタ

ル ・プラデン ・ザミンダーリ ー廃II・・，および土地改1l辺

は， 2部12章 344条から成るも のである。第 1部におい

ぅ8

1(．ij;, 4)" ミンダーリー ）免l|；とそ の糾呆， •リ｀、ミンク ールに

対する祉ifit金(/),Wfilliおよび支払い方法等が規‘足され，紛

2 ii1只は，新しい」ー：地制度の連党の仕）jが定められてい

る。

同法の構成は次の通り である Q

第 1部

弟 ji;’i: liii文

第2,f 111介人の楕利の収得と＇との 効呆

銭'.}.2--I\,•;’i: ｛呆イJl省：ィく{I:！！4’I)i'; 

第 3硲： h1iitt金の評価

第 4,tI: h1iti：t金の支払い

第 5漱再生補助金

第 6箪 鉱l」|：およひ鉱物

第 2部

り匁 7汎’i: ガ` オン ・サマージおよびガオン ・サ J ーゞ

第 8節． 保4i椎

f呆有権の釉知

ブー ミダー リー権の収得

こk」也0)和l)ilf£ら〇：にユ攻：L辿

譲渡

係Illク｝イt(/）闘L」I.

相続

分割

叫渡し，放采，` il'j滅および取得

追立

地代

雑J•[IJ 

第 9単 アディヴ ァーシー

第 9-A章 アディヴァ ーシーヘのブー ミダーリー

権の賦与

第10意 地租

j也fll. 

地租の徴収

第11章協同組合農場

約12I礼：人・ifJ U! 

付表
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以下

I 11:I土地制疫の新土地制度への再編成

1. 113土地制度と新土地制度

2. 祉ii賞金な らびに再Il:．補助金

(1) hlifit金

(2) jfJ':I:．補助金

il 1ji」Jiii|ill虻

l. ガオン ・サマ ージおよびガオン ・サ}¥・一の役‘,'ill

IJ 

2, 保イ1権

(1) ブーミタ ーリー

(2) シールターリ ー

（3) アサ ー ミー

(4) アディヴァーシー

（5) 土地の移転

3． 地租行政

4. 協lfi]組合農場

の順に，主な条項を紹介するとともに，必災な注釈を付

すことにしたい。

(ff l) "Report of the UniしedProvinces Zamindari 

Abolition Committee", Allahabad, Govt. Press, 

1948, Vol. l, p. xi（以下 Z.A. C. reportと

略記する）

I IU上地制殷の新土地制1貶への再編成

l. II」土地制度と新土地11,Il}立

l950年ウ ッタル・プラデシ・ザミンダーリー廃止およ

び土地改JIIt．法第 2摯において，．l775年1こァッドのナソ ー

ブによってハナ ーラス地域を譲渡された0)にはじまり，

1856年アウドの併合をもって，現在のウッタル ・プラ デ

シ州の全域を支配下においたイギリスのインド政府が，

その土地政策の原則とした近代的私1月柑i召Iiijとイ ンド古

来の土地共同所有制との融合 ・妥協から生じた複雑なlII

土地制度をどのようにして新しい土地11,l疫に糾成し,0:す

かが，取 り扱われている。

第 4, 5条は，同法の発効後，州政府が公報に公ホす

る日をもって同法の施行されることを規定しているが，

それは先に述べたよ うに，1952年 7月 1日であった。こ

の日付は以下において佛属 日と称される。

伽屈 1］をもって，土地（耕作可能およびイ<•E)，林地，

村冶様界内外の森林， （村落居住地，保有地または林地

の立木以外の）立木， i魚場，貯水池，水路， 石切場，道

路，住）J~:地，ハ・ノト，バーザ ー ル，メ ーラ ーを含むすべ

ての地所， および開発 ・未叫発を1：りわず，もしあるとす

れば，＇ものような地所内にある鉱 山鉱物に対する権利を

含め，地下に対するすべての中介人のすべての権利およ

び権益が，すべての債務を免れて州政府に帰属する（第

6条）。それに応じて， その権利が州政府に よっー（取得

されなければ，中介人に支払われるべきであった地代，

語公課，村税およびサヤールは，帰駈日 以降，中介人に

ではなく，州政府に帰属し，それに支払われるべきであ

る（同条(-:)(i)項）。

ここで中介人というのは，｝所―4」名，ード級所打者，副所

イJ省，テカダール，アウ ドの永代借地人，および永代保

ーイ．j権所持者を、総味すると，第 1箪前文0)用語の定義にお

いて規定されているが，これらば，先に述べにように，

イギリスのインド政府がイン ド社会に導入しようと意図

しに私イi財｝止11』の原理とインドの'il'［習との妥協の結果生

じたものであった。

現在のウッタル・ プラテシ州を構成する語地域には，

ザミンターリ ー）兌止以前に，第 l図のように大別して三

つの災る土地制）文が存在していに。股初にイギリスの支

|＼じ下にはいったパナ ーラス地域 (1775年ァッドのナツ ー

プによりイギ リス東印度会社に，；般渡する）には，ベンガ

ル州で火施されたザ ミンダーリー永久任定制度が導入さ

れに。地租額が水久にll'il定されに、点， 祖にその森定の相

手力がザミンクールと呼ば；！した、点では同 じであったが，

重要な相迎点はそのザミンダールがどのような者であっ

たかということにある。ベンガル少li0)ザミンダー）レは，

ムガール統治未期に地方の,μj7）武士階級に屈する者，デ

ィストリクトの官史，地租徴収~,'if!人がしだいに独立し

て，その地）j虫たは管I店区域の封建領主化した者であり，

ィキリス東印度会社がベンガル州の統治権を獲得すると

ともに，その領域の所有者と認められ地租低定の相手方

となっに0)であった(il:2)。これに対し，バナ ーラ ス地域

でザミンダールと呼ばれる者は，村の地祖徴収・直任者ま

たは土地共同相統団体の代表者であった。アーグラ ・ア

ウド辿合州（ウッタル ・プラデシ州の旧名）において，

ベンガル州のザミンダールに該当する者は，後に述べる

アウド州のタルクダールであった。

1801年にアウドのナ ワーブにより東印艇会社に譲渡さ

れた，ガンジス河以東の，アウドの領域を除く地域とサ

ハランプール以北のクマオン地域，および1803年にマラ

ッターと の戦争の結果獲得された，いわゆるドウア ーブ

(2河地帯，ヤムナー河とガンジス河とに狭まれる地域）

に1,、よ，はじめバナー ラス地域に廓人された制度の施行が

試み られたが，それまでの経験・調査の結果（注3)，イン
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第 1図 アーグラ・アウト〖い合州（現ウックル・プラぅらン）の土地（呆有制度

ドに独自の土地制度の実態がしだいに明らかになり，

1822年ホルト・マッ ケンジーの覚椒にもとづいて制定さ

れた Regulation¥IJIにしたがって，土地共同相続団体を韮

定相手方とし，かれらの保有地域（マハールと呼ばれた）

を査定対象とする，いわゆるマハールワ ーリー制度が嘩

入された（注4)。またパナーラス地域とは異り，この地域

には行政当局者の問における長年の論争を経て（注5)，椛

漑，荒地の開墾I'こよ る将来の地租額の増加を予想 して，

地租査定額を3(）年ごとに定期的に府定し直す， •―• IIり査定

方式が採用された。

60 

1956年に併合されたアウ ド州には，最初アーグラ 州と

同じマハール ワーリー制が導入されたが，翌1857年のセ

ボイの叛乱において示された，タルクダールたちの民衆

に及ぼす政治的影聾力を考應 して，州内の政治的安定を

維持するために，タルクダールたちを相手方とする，タ

ルクダーリー制度が確立された。タルクダールは通常 2

種類に分けられる（注 6)。一つは“純粋”タルクダールと

称されるもので，北部インドを侵略した ラー ジプートが，

征服した地域の封姓的徊し卜として，その領域内の村落共

同体を支配していた者である。 他は “不純”タルクダー
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ルと呼ばれ，アウドのナワーブ統治末期に，地租徴収を

委ねられていた地方の有力者，官吏等が独立した者であ

った。ィギリスのインド政府は，叛乱の鎮定後，すべて

のタルクダールの地所をひとまず取得し，改めて叛乱鎖

定に功のあったタルクタール，イギリス軍に参加してい

にインド軍人の有力者（主としてシーク教徒）のあるも

のに対して，、サナド（下賜証）を与えて，タルカーに対

する完全な所有権を認めた。これが，ザミンダーリー廃

止以前にアウド地域に存在していたタルクダールの起源

である。しかし，イギリスのインド政府は村落共同体の権

益をまったく無視したわけではなく，それがのもに見る

ようにアウドの．：卜地制度をいっそう複雑なものにした。

所有者というのは，以上に見た地租森定の相手方を指

し，バナーラス地域ではザミンダール（単独または共同

休のいずれも存在していた），アークラ州の土地共同相続

団休，およびアウド州のタルクダールのことである。付

記しておかねばならぬことは，以上 3者が 3地域に別箇

に存在していたわけではなく，混在しており，ただいず

れがより一般的であったかという点で 3地域をそれぞれ

別箇の名称の土地制笈で特徴づけることができるという

にすぎないことである。

下級所有者というのは，アウド地域に多く，イギリス

統治の下に法的地位の確定されたものである。これは種

々の起源を有するものであるが(/,:7)，大きく分けて 2種

類ある。一つは，プクタダールと呼ばれる者で，他はマ

タハトダールと称される。前者は，村落共同休が目衛上

自発的に主たは強制的にタルカーに併合された後におい

ても，村ザミンダールまたは土地共同相続団体が村に対

する所有権を維持し土地台帳にもそのように記録されて

いた者である。後者は，土地台帳には記録されていない

が，アウドがイギリスによって併合された1856年に，事

実上所有権を享受していた者と高カーストに属する者で

自ら耕作していた土地に対し飢刑上所有権を認められて

いた者である。前者は，タルクダールとの壺定の外に，

副壺定を受ける権利を認められ，かれがタルクダールに．

納める地代は政府によって直接定められた。後者には副

査定の権利が認められなかった。しかし，後者も前者と

同じように，土地に対し1仕製相続権，譲渡権を賦与され

タルクダールはいかなることがあってもその土地を取り

上げることがでぎなかった。かれのタルクダールに対す

る義務は地代を納めることであったが，その額は各下級

所有者の起源に応じて異なり，ある者は全然地代を納め

ず，ある者は地租相当額を納め，またある者は地租相当

額に加えて，そのの5~80％の間の額を納めていた（注8)。

副所有者とは，アーグラ州において，査定の相手方と

なった所有者の権利よりは劣るが，土地に対し永代保有

権と譲渡権を有し，それを相手方とする品1j脊定がなされ

土地台帳にもその名前の記載されている者である。その

中にはまた，バナーラス地域の永久壺定に際し，永久に

固定された地代をザミンダールに支払うことを条件に，

実質的には完全な所有権を享受していたアラジダールお

よびグワンハダールといった小作人も含まれる（注 9)。

テカダールとは，所有者の諸権利，特に地代および利

益を受け取る権利の請負人または借手である。かれは，

所有者，下級所有者，永久借地人のいずれをも相手方と

して，その土地を保有することができ，賢手に対して地

代を支払う義務を負っている。その契約証がテカーと呼

ばれるもので，その有効期間中はかれはその僅手のすべ

ての権利を行使することができる。したがって，その性

格は 2重的で，かれは貸手に対しては小作人の立場にあ

り，小作人に対しては所有者としての立場に立っている。

テカダールの権利は個々の契約証によって異るが，ある

場合には永代保有権および譲渡権を含んでいる。 1939年

連合州小作法によって，テカーの期限は10年または査定

の打効期間に制限された（注10)。

アウドの永代借地人とは，タルクダールの下において

世製的ではあるが，譲渡不可能な貸借契約を保持してい

るもので， 1901年連合州地租法第32条(b)および如項にも

とづいて，その名前が土地台帳に記録されている者であ

った（注11)。

永代保有権保持者は，ハナーラスの永久査定に際して

生じたもので，分類上は小作人とされているが，下級所

有者の性格を備えている。すなわち，かれは永代に固定

された地代率でもって，ザミンダールと耕作者たちとの

間に介在する中介人として，その保有する土地に対し，

永代保有権および誤渡権を有していた。土地を保有・管

理し，地代および利益を受け取るかれの権利は無制約の

ものであった。かれは土地を小作に出したり，改良を施

したり，また土地といかなる目的にも利用する権利を有

しており，ザミンダールはかれの士地を取りもどす権利

を有していなかった(tt12)。

ザミンダールまたは中介人と呼ばれる者：こは，以上の

ように所有権の内容，程度を異1こする種々の者が含まれ

ており，イギリスのインド政府は，最終的には，所有者

すなわちバナーラス地域のザミンダール，アウド州のタ

ルクダール，アーゲラ州の土地共同相続団休を相手方と
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して，かれらの地所 (1カ村内の一部から数10カ村，数

100カ村に及ぶ異る規模を有していた）を対象として，地

租を脊定したのであった。このような中介人は，一方で

は，イギリス統治1印において導入された一応近代的な士

地所有関係において地1ご．の立場にあったが，他方では，

植民地統治の経骰節約という「1的のために，政府行政機

構の未端機関としての役割りをも負わされていたので，

かれらは地代を徴収してその一定割合を地租として地机

当局に納付するばかりでなく， 「1分の地所内にお汁る諸

公課金を徴収し，その一部を手数料として受け取ってい

た。また村の共同出費のために村税を賦課徴収すること

ができた。さらに村の共有地からの所得（サヤール）も

かれらに帰屈していた。 1939年迎合州小作蜘こよれば，

サヤールとは，森林・飴場からの旅物採取および人工潅

漑源からの水の利川に対して，小作人または許可受人に

よって支払われるすべてのらの(i「13)と定義されている。

それは大別して，地租の千f．定に際して考慮に人れられる

ものとそうでないものとの 2種類に分けられる。前者は

果実，または魚のような天然産物かち得られる所得を含

む。後者には，れんが焼場地代，村落住屈・地の地代，設

物の衡輩手数料，ハット（村の定期市），パーザール（村

の定期市でハットより大ぎく，通常恒久的建物がある），

メーラー（祭「Iの際の市）の代賃，菜園，採炭場等から

の収入が含まれる(i114)。

これらの所得源は，所布権に随伴ずるものであり，第

6条の規定にしたがって，中介人0)+．地に対ずる権利が

州政府に帰属すると同時に，それちもまた州政府に帰屈

することが， C (i)項：こよって規定された・わけである。

サヤールとの関連において， 1946年8月8日，すなわ

ちザミンダーリー廃ll・-．．決議の採択された日以降，放牧，森

林・漁場からの産物採取について，中介人と他の人との

間に結ばれた契約はすべて無効と見なされる（第 8条）。

ただし，私的に利用されている井戸，立木および建物

には，第 6条の規定が適用されない。すなわち第 9条の

規定によると，村に屑住していると否とにかかわらず，

中介人に属するまたは小作人その他の人によって保有さ

れている地所内の住居地にあるずべての井戸，立木およ

びすべての建物は，中介人または小作人その他の人に屈

しまたはかれによって保有され続け，井戸の敷地および

それに付属する土地にある建物は，定められる条件で州

政府によってかれと査定されたものと見なされる。

ついで，中介人の排他的保有権の認められていたシー

ルおよびフトカーシト，主たその他の土地に対する中介
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人の権利が，小作貸出，テカーまたは抵当入れによって

一時的に他の人に移転していた場合に，新しい土地制度

の下において，その保有権はいずれの側に属せしめ応れ

るべきかの規定に移る。

シールとは，イギリス統治以前のインドにおいては，

地租徴収の報酬として，村の所有者また1ぱ，土地共同相

続団休によって，地租免除で保有されていた土地であっ

た。また後年，村落共同体がなんらかの理由により，タ

ルカーに併合されたときに，タルクダールはかれらの Irl

作地に対して特別権利をかれらに認める側行があった。

それは，なんちかの珂！rl―Iによって他人に，i襄渡された場合

でも，その七地の占布権は旧所打者に屈し，かれは一般

の地代率よりも低い地代率でもって，それを内布し，耕

作を継続することができた。これらの特権は， イギリス

統治の下においてら維持され， シールの地租奔定に当た

って 1,、よ，その元になる総地代額算定のために，一般に適

用される地代率よりも25％低い率が用いられ，また小竹

に出されている場合には，その期間がいかに長くとも小

作人は占布権を取得することがでぎなかった。また，さ

らに所打者がなんらかの湘情によって，それを他人に誤

渡した場合には，かれは新しい所有者の下で1日所有小作

人(il:15)として， •般の地代率より 25％低い旧所有地代率

でもって，その七地を継続して耕作することを法的に認

められた。

イギリス統治下において， シールとして認められたの

は次のような土地であった（注16)。

1873年の北西州（アーグラ州の［日名）地代法によって，

それ以前の森定においてシールと記録されていた士地は

すべてそのようなものとして認められ，それに加えて，

所有者が今後12カ年問継続耕作する土地をシールとして

認めると規定された。アウド州においては， 1921年に耕

作者の大部分を占めていた一時小作人を， 10年ごとの地

代改，rを条件とする終身小作権をもつ法定小作人にする

代償として，また所有者自身による自家経営の促進・拡

大という目的をももって ‘ ンールの大輻な増加措個が抹

られた。すなわも， 1921年アウド地代（修正）法にした

がって，［,ij法施行時にシールと記録されていたすべての

土地に加えて，所有者または下級所有者によって耕作さ

れており，同法施行前年度にフトカーシトと記録されて

いた土地すべてがシールとして認められた。また将来1こ

おいては，所有者または下級所有者によって10年間継続

して耕作されるフトカーシトはシールとして認められる

と規定された。ただし， シールの面梢に最高限度が課さ
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れ，所有者の所有地総面積の10％以下に抑えられた。

アーグラ州においても， 1926年ア ーグラ小作法におい

て同様の措罷が採られ，同法施行時にシ ール として記録

されていた土地に加えて，1925~26年度にフトカ ーシト

として記録されていた土地がシールとして認められた。

さらにアウ ドの場合と 同様に，将来の10年間継続耕作に

よって，シールを取得することが認められた。所有地総

而梢に対するシールの面積の割合は，マハールの而栢が

30エー カー以下の場合にはその50％まで，30エーカー以

」：． 600エーカ ー以 ドの場合に(,i]5エーカーに加えて， 15

ェーカ ーを超過する伯ifl位） 15％在で， 600エーカー以上

の場合には100,5エー カーに加えて， l(）（）．5.:r.ーカーを越

える部分の1(）％オでがシ ールとして取得され得ると認め

られた。

しかし この結果は， 政府の邸図したよ うな所有者によ

る自家経党の拡大ではなく，いかなる場合でも小作人に

占有権の帰屈しないシールの小作貸：：l• } の削）JIl という事態

を招いた。そのため， 1937年にはじめて州政権を獲得し

た国民会議派は，以前の 2法のシ ールに閃する規定に大

輻な修正を加えた。すなわお1939年連合州小作法によ り，

所有者は， 査定地租額年問 25(）Jレビーを規期にして，そ

れ以上を納付する大所有者とそれ以下を納付する小所有

者に分けられ，そのおのお0)について次のように別箇の

シール規定が設けられた。

(1) 1921年アウ ド地代（修花）法， 1926年アーグラ 小

i/「法にもとづいて，大所有者によ って取得されたシ ール

はシー）レたること をやめる。

(2) 上記 2法の施行前後に小所布名によって取得され

たシールは，現法の下においてもシールとして認められ

る。

(3) 上記2法の施行以前に取得され， 小作に出されて

いない大所有者のシールは，而梢の大小のいかんにかか

わらず，シールと して認められる。

(4) ただし，所有者によって耕作されているシールと

小作に出されているシールとの合計面梢が50エーカー以

上であり ，そのう お後者が50エーカー以下の場合には，

自家耕作分のシール全休と小作に出されているシールの

うち， 前者と合わせて50エーカーに迷する部分が，現法

の下においてシールとして認められる c

(G) !'I家耕作お よび小作に出されているシール合わせ

て， 50エーカー以下の場合には， その全部がシールと し

て認めちれる。

(6) 大小いずれの所有者も将来はンー ルを取得ずるこ

とができない。

このような措憫の結果， シールとして記録される土地

面積の相対的割合の減じたことは常末の表に明 ちかであ

る。

現ザミンダーリー廃II・：および土地改革．法においても，

上述の大小所布者の区別が採用され，帰属煎前日に， 年

問地租額25()ルビー以上に評価されている；または地租

の評価がまったくなされていない場合には，地方地代率

で評価された額が 250ルビー以上である中介人 （または

下級所有者，扁lj所有者または永代保有権所持者の場合に

は，かれによって支払われる地代が年問250ルピ ー以上）

のシー ルと して記録されている士地のす べての 小作人

は，上述の 日をもってかれによって支払われている地代

率でも って，l11.. ＿殴小作人と見なされる。そのようなシー

ルは， 第18条の目的のために シールとは見なされない。

ここでいう 111：製小作人とは，先に触れた1939年迎合州

小作法によって創設されたもので，アウドにおいて1921

年アウド地代（修陀）法に より， アーグラ においては1926

年アーグラ小作法により 設けられた，終身占有権を有す

る法定小作人の全部とその他若干の小作人の小作権安定

のために，国民会議派政府に よって導入 された。かれら

の地代は，地租脊定の際に適用される標準地代率決定の

規制にしたがって，地租当局によって増額されることに

なっていた。シールの小作人が1t1：裂小作人と見な される，

という意味は第19条において明らかになる C‘

ただし，この場合の例外は，その地主が女了・,幼児

狂人， 白痴，盲日またはその他の肉休的不具のために耕

作できない人，ィンド連邦陸悔空軍に勤務している人で

ある場合で，この場合には上の規定の適用が免除される。

また， シールまた！まフト カー シトが，その所有者によっ

てある人に生活維持手当てとして割り当てられている場

合には，そのような人は生活維持手当権の存在するかぎ

り，その土地を保有ずる権利を布するアサ ーミーとして

認められる（第11条）。

ついで，第12条はテカダールの権利確定に関する規定

である。 1950年 5月 1日に，士地がテカダールによって

個人的に耕作されており ，テカ ーがそのテカダールによ

る個人的耕作をH的としてなされた場合には，かれはそ

の土地を保有する権利を もつIIt製小作人と見なされ，も

しかれが上述の日以降に追い立てられたならば，かれは

111 .. ＿製地代率で支払う義務を負う 111：襲小作人として，保有

地を取りもどすことができる。ただし，その保有地が個

人的に耕作されて＼、なかった場合には，

63 



99999999‘’‘‘’‘999999‘‘‘‘ 資 料 --.7‘‘-、タク‘‘“‘‘‘‘セ-“7‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘’‘‘”““‘”·~.._... そ--... f.-2’”‘””‘”‘‘‘‘““‘’‘‘'“‘‘‘‘“‘“‘‘‘‘‘“‘‘“‘‘”‘‘”“‘’‘”‘‘‘ 

(1) もしそれがテカーの授与日に貸手のシールまたは

フトカーシトであって，第18条の目的のために帰属直前

日に餞手のシールまたはフトカーシトとして認められる

ならば，テカダールは帰属日以後，帰属直前日に適用さ

れる世製地代率で地代を支払う義務を負うアサーミーと

なり，テカーの未満期間または帰屈日以後 5カ年間のう

ち，いずれか短いほうの期間，その土地を占有すること

ができる。

(2) もしそれがテカー授与•日に代手のシール祖たはフ

トカーシトでなかったならば，

(i) その而積が30エーカー以下の場合には， 1せ製小

作人として保有され，（ii) その面積が30エーカー以上

の場合には， 30エーカーまではtlt製小作人として保有

され，

残余は借手のない士地と見な苔れ，テカダールはその

士地から追い立てられる。

第14条においては，抵当権者保有地の場合について規

定されている。その士地が抵当権者によって，帰屈附前

日に個人的に耕作されていても，その土地が抵当設定日

に抵当設定者のシールまたはフトカーシトであったなら

ば，それは第18条の目的のために抵当設定者または同人

の合法的代耶人のシー）レまたはフトカーシトと見なされ．

る。もしそれが，抵当設定日に抵当設定者のシー）レまた

はフトカーシトでなかったならば，抵当権者は帰属日か

ら起算して 6カ月以内に (U.P. Land Tenures-Remo-

val of Diefficulties-(Third) Order, 1953 により 1カ

年に延長された）州政府に対して，帰属直前日に適用さ

れる世襲地代率で算定された地代の 5倍相当額を支払う

ことにより，上記の地代率でもって批製小作人として保

有していたものと見なされる。ただし， もし抵当権者が

定められた期間内に上記の額を支払わない場合には，同

人はその土地に対するすべての権利を失い，それは借手

のない土地と見なされて，ガオン・サバーまたは徴収官

の告訴によって，かれは追い立てられる。

ついで，規定は土地共同相続団休(it17)の場合に移る。

共同体の構成家族はおのおのの分与権 (share)にもとづ

いて，土地を保有していたが；家族人員数の差から利用

し得る労働力に差が生じ，ある家族はその分与権以上に

土地を保有し，他の家族は少く保有するという事態が生

じがちであった（注18)。そのため，共同相続人各人の分与

権に応ずる土地を区画することが必要であった。第15条

はそれに関する規定である。帰属麻前日にテカダール以

外の中介人が他の者たちと共同でかれに属する地所また
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は諸地所において，当該地所または諸地所におけるかれ

の比例分与権を超過して，土地を個人的に耕作している

か，または（第10条および第16条の規定にしたがいIt製

保有権の帰屈する土地およびパッター・ダワーミーまた

はイスタムラーリーにもとづいて保有されていた士地以

外の）シール，フトカーシトまたは中介人林地として保

有していた場合には，所定当局がそのような中介人の分

与権に比例する土地を区画する。このように区画された

士地のみが，第18条の目的のために，かれのシールまた

はフトカーシトまたは中介人林地と見なされ，かれの分

与権を超過して（呆有されていた土地は，第19条の目的の

ために，かれにより，帰属直前日に適用される旧所有地

代率でもって地代を支払う義務を負う旧所有小作人とし

て保有されていたものと見なされる。

第16条においては，上級権利すなわお所有権の及んで

いない＿—I：地のうちのあるものの占有人はtll：製小作人と見

なされるという規定である。

帰屈桐前日に中介人のシールであっても，パッター・

ダワーミーまたはイスタムラーリー（所有者の私的郎J:11

により永代保有権を与えた契約証）にもとづく小作人に

よって保有されていた土地は，第18条の目的のために，

その中介人のシールとは見なされない（第17条）。

以上のように，中介人の諸権利が一時的に移動してい

る種々の場合について，それらの帰属をどのように確定

するかを規定したのち，第18条から第20条までの 4条項

において，ザミンダーリー廃lI::.以前の土地制度をどのよ

うに新しい土地制度に再編するかが示される。

第18条

(1) 第10, 15, 16および17条の諸条項を条件として，

(a) 中介人によってシール，フトカーシトまたは中

介人林地として所有されていた，または保有されてい

た，あるいはまた保有されていたと見なされる，

(b) アウドの永代借地人によって林地として，また

は個人的に耕作されて保有されていた，

(c) 固定地代率小作人または地代免除被贈与者によ

って保有されていた，

(d) 売買により保有地を譲渡する権利をもつ，（i）占

有小作人，（ii)世製小作人，（iii)パッター・ダワーミー

またはイスタムラーリーにもとづく小作人，によっ—c

保有されていた，

(e) 林地保有者によって保有されていた，

すべての土地が，帰属直前日に，そのような中介人（借

人，小作人，被贈与者または林地保有者）を相手方とし
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て，州政府によって査定されたものと見なされ，かれは

この法の諸条項にしたがって，ブーミダールとしてその

所有を継続する，または取りもどす権利を与えられる。

(2) 1949年連合州農業借地人（特権取得）法の第 3条

または第3-A条(2)項で規定されている種類に属し，保

有地またはその一部に関連して，同法第 6条に述べられ

ている宣言を与えられたすべての者は，その宜言が取り

消されないかぎり，宣言がなされ，今なお有効である保

有地またはその一部に関して，ブーミダールとなる。

ここに言及されている，連合州農業借地人（特権取得）

法というのは，ザミ ンダー リー廃止法案の骨子がほぼ明

らかになったときに，地主による土地の取り上げを未然

に防ぐためと，地主に対する補償金の財卸を確保するた

めに，一括払いの場合には当時の地代の10倍，年賦払い

の場合には12倍相当額を支払うことにより，小作人がそ

の保有地またはその一部の所有権を獲得することができ

ると規定したものであった。

したがって， プー ミダールには， 旧中介人が自動的に

転化したものと，いわば所有権を買い取 った者 との 2種

類あること（•こなる。

悌19条

帰属I直前日に，

(i)アウドの特別条件で保有する小作人，（ii)旧所有

小作人，（iii)占有小作人，（iv)1仕艇小作人，（v)割引地

代率での被贈与者，（vi)1939年連合州小作法第30条第

5節にもとづいて出された通達に明示されている茶園

の非占有小作人，（vii)1939年連合州小作法第47条第 4

節で言及されている又小作人，によって保有されてい

た，または保有されていたと見なされるすべての土地，

(ix)第17条で言及されたバッター ・ダワーミ ーまたは

イスタムラ ー リーにもと づいて保有されていたすべて

の土地

は，第18条(1)節(d)項に規定されている場合を除き，その

ような人を相手方として州政府によって査定されたもの

と見なされ， この法の諸条項にしたが って，第18条(2)節

で言及された場合を除き， シールダールとして保有を継

続または取りもどす権利をもつ。

この条項の中で，第(viii)項，林地保有者とあったのが

1952年ザミンダー リー廃ILおよび土地改革．（修冗）法に

よって，除去され第18条(e)項に移された。

第20条

（この条項は1952年ザミンダー リー廃ll.：および士地改

革（修正）法によっ て全面的に修花 された）

帰属班前日に，この法の語条項にしたがって， 1 

(a) （第19条(ix)節で言及されたまたは第10条の諸規定

tこしたがって批製権を取得する小作人以外の）シ ールの

小作人，

(b) 1947年連合州小作（修正）法の第27粂第 3節また

は1939年連合州小作法の第47条第 4節において言及され

ている又小作人以外の，林地以外の又小作人，

または，

(c) (i) 1901年迪合州地租法第 4章にもとづいて改訂さ

れた，またはある地域の年間登記の修正のために，州

政府によって特別に任命された官吏によ り修正された

記録に記載されており， 1947年 7月1日以降その土地

を保有しており，または帰属直前日に1947年連合州小

作（修正）法の第27条第 1節(c)項にも とづいて，保有

を再取得する権利を与えられた，（ii)1901年連合州地

租法第32条(e)節にもとづいて準備された1356批業年の

権利記録に記載されており，上記の日にその土地を保

有 していた，

（第16条の適用される土地以外の）土地の占有者とし

て記録されている人。

帰屈薦前日に，この法の諸条項にもとづき，上のよう

な人であった，またはそうであると見なされるすべての

人は， 第18条(2)節に もとづいてその土地のプーミダール

とならなかった場合には，その土地のアディヴァーシー

として，この法の諸条項にしたがって，その保有を継続

または再取得する権利を与えられる。

第21条

(a) 中介人の林地の非占有小作人，

(b) 林地の又小作人，

(c) 1947年連合州小作 （修花） 法の第27条第 3節の留

保条件において言及されている又小作人，

(d) 第18条第 1節の(b)~(e)項または第19条 (i)~(vii)お

よび (ix)項において言及されているいずれかの種類に屈

する人の抵当権者，

(e) 放牧地または水によっておおわれ， シンガラ ・また

はその他の栽培の目的のために利用さている土地まには

河床にあり，偶然または臨時の耕作のために利用されて

いる土地の非占有小作人，

(f) 州政府により，タウ ンギヤ栽培（植林を目的とす

る樹木の植え付け）を意医 されている，またはそのため

に留保されていると公報に公示された土地の非占有小作

人，

(g) 州政府が公報に公示して，移動または不定耕作地

65 
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帯の一部であると宜言した土地の小作人，

(h) 女子，幼児，狂人，白痴，盲目またはその他の肉

体的不具のために耕作できない者，その父が上のいずれ

かの理由で耕作できず， 自身が25歳以下で教育を受けて

いる者，インド陸海空軍に勤務している者，留置または

投獄されている者のシー）レの小作人，

はその土地のアサーミーと見なされることになる。

以上のように，新しい土地制度の下においては，プー

ミダーリー，シールダーリー，アディヴァーシー，およ

びアサーミーの 4種類の保有権が存在することになる。

そのおのおのの権利の内容，程度については， JIにおい

て説明することにして，ここでは旧土地保有制度の下に

おける種々の小作権について述べることにする。

旧所有小作人，世襲小作人については，先にすでに言

及したので，以下固定地代率小作人，占有小作人，地代

免除被贈与者，割引地代率被贈与者，アウドの特別条件

で保有する小作人について注釈する。

固定地代率小作人とは，バナーラス地域に見出される

者で，ザミンダーリー制度が消入される前に，村落にお

いてフトカーシト・カディムと呼ばれる在村の世製的耕

作者であって，慣習にしたがってその耕作する土地の占

有権を享受していた者である。このような小作人に対し

て， 1859年ベンガル小作法が適用され，かれは永代に固

定された地代率でもって土地を保有し，ザミンダールか

らバッター（貸借契約証）を受け取る権利を認められた。

同法はまた，同法施行以前20年間，固定地代率でもって

土地を保有していたこと の明 らかな者に も，その地代率

での永代保有権を認めた。かれと永代保有権所持者との

相違点は，（1）前者が後者のように，所有者と耕作者との

間の中介人ではないこと， したがってかれから土地を借

りるものは又小作人と見なされた，（2）前者の地代は，後

者のそれがいかなる場合にも増減額が認められなかった

のに対し，沖積または流出による土地面積の増減に応じ

て増減の認められたことであった。その他の点では，か

れは永代保有権所持者と同じ権利を享受していた（注19)。

地代免除または割引地代率での被贈与者というのは，

宗教的または世俗的奉仕の提供に対して，ザミンダール

によって土地の保有権を贈与された者を指す。地代免除

でそれの与えられた者が地代免除被贈与者であり，地代

が固定されており，その額が地租および村税の合計より

少い場合には，割引地代率での被贈与者と呼ばれた。こ

れには権利内容程度を異にする種々の者が含まれてい

る（注20)。

66 

ついで，占有小作人とはどのような者かというと，ァ

ーグラ州の占有小作人とアウド州のそれとは起源を異に

している。

イギリス統治以前のアーグラ州においては，パナーラ

ス地域と同じように，地代を納めているかぎり，在村0)

小作人は世製的に土地を保有する権利を有していた。イ

ギリスのインド政府が土地共同相続団体を相手方として

地租を査定し，それに完全な所有権を認めたとき，上の

ような小作人を地主の恣意的追い立てから保護すること

が必嬰であると認めて， 1859年ベンガル小作法をアーグ

ラ州に適用して，12年間同一の土地を継続占有していた

者に対し保設をかえた。すなわち， 地主の恣意的追い立

ては禁じられ，地代額は同法の諸条項にもとづいてしか

増額され得ないとされた。 1901年アーグラ小作法におい

ても同一の規定が採用されていたが，一時小作人に終身

占有権を与えて，いわゆる法定小作人を創設した1926年

アーグラ小作法においては，地主に対するその代f，itとし

て， 12年継続占有による永代占有権の帰屈条項を除去し

て， 占有権は地主によってのみ与えられるものと規定さ

れた。

アウド州におい ては， 占有権は， その村がタ ルカー 1•こ

併合されることにより，それに対する所有権を失い，し

かも下級所有権を認められなかった者を保護するために

創設された，すなわち1868年アッド地代法にもとづき，

イギリス東印度会社がアウドを併合した1956年 2月13日

以前30年以内に，村内の土地を所有者として保有してい

たが，当時小作人となっていた者に占有権が与えられた。

それ以後はアウ ドにおいては，いかなる場合にも 占有権

の帰属が認められなかった。

1939年連合州小作法においては，先に触れたように泄

襲小作人という新しい階層が創設されて，占有小作人の

新たな創設は認められず，以前の諸法の下で占有権を取

得した者のみが，そのような者として登録された（注21)。

最後に，アウドの特別条件で保有する小作人とは1886

年アウド地代法成立以前に，特別契約または法廷の判決

にもとづいて保有していた小作人である。これに含まれ

るのは，下級所有権を認められなかった旧占有小作人ま

たは旧所有者である。かれらの権利，義務はアウドの占

有小作人のそれらとほぼ同じであるが，そのほか1こ若千

の特権を享受している。その土地は世製相続できるが，

譲渡はできなかった（注22)。

その他は，又小作人または一時的占有者である。

最後に，旧土地制度の下において，種々の保有権の下
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1こと＇れだけの人がどれだけの土地を保有していたかにつ

いて，ザミンダーリー廃Il-．委員会によって集計された統

計を示しておく。

また， In士地制殷の下での種々 の保有権が新土地制度

にどのように再編成されたかの一覧表を原名で もって付

しておく。

(i—1: 2) Baden-Powell, B. I-1., A short account of 

the land revenue and its administration in British 

India, with a sketch of the land tenures, Oxford, 

]907, p. 104. 

(i-I: ：:l） Baden-Powell, B. I-I., Land systems of 

British India, Vol. 2, Oxford, 1892, p. 7. 

Misra, B. R., Land revenue /Jolicy in the United 

Provinces under British rule, Benares, 1942, p. 46. 

往l:4) Baden-Powell, B. H., Land systems in 

British India, vol. 2, p. 25. 

ぼ． 5) Misra, B. R., op. cit., pp. 15~40. 

(/:1'G) Jafri, S. N. A., "The history and states 

of landlord and tenants in the United Provinces, 

lndia", Allahabad, 19:ll, pp. l!'i9~fi4. Misra, B. R., 

Ibid., pp. 191~7. 

CH: 7) Jafri, S. N. A., lliid., pp. 165~7:l. Misra, 

B. R., Ibid., pp. 201~7. 

（注 8) Z. A. C. report, p. 159. 

(i-1: 9) I l)i d.，p. 1 6(）． 

（注10) Ibid., pp. lnl~2. 

（注11) Ibid., p. 161. 

（注12) Jafri, S. N. A., op. cit., pp. 117~8. Misra, 

B. R., op. cit., pp. 124~5. Z. A. C. report, p. 160. 

(/:1=13) U. P. Code, vol. 4, p. 366. 

(1114) Z. A. C. report, pp. 375~6. 

（注15) Jafri, S. N. A., op. cit., pp. 124~6. Misra, 

B. R., op. cit., p. 134. Z. A. C. report, p. 171. 

（注16) Jafri, S. N. A., Ibid., p. 169. Misra, B. 

R., Ibid., pp. 174~9, 204~5. Z. A. C. report, pp. 

162~4. 
位 17) Baden-Powell, I3. II., A short account・・・・・・，

pp. 71~2. 
（注18) Gupta, Sulekh, Agrarian structure in U. 

P. in the 18th and 19th century. In "Contributions 

to Indian economic history", ed. liy Jopan Raychau-

dhuri, Calcutta, 1960, p. 2G. 

（注］9) Jafri, S. N. A., op. cit., pp. 118~9. Misra, 

B. R., op. cit., pp. 124~5. Z. A. C. report, pp. 164~ 

5. 
儘 20) Jafri, S. N. A., Ibid., pp. 1G4~5. Z. A. C. 

report, pp. lo5~7. 
儘 21) Jafri, S. N. A., Ibid., pp. 17:l~9. Misra, 

B. R., op. cit., pp. 125~9. Z. A. C. report, pp. 

171~2. 
（注22) Z. A. C. report, pp. 170~ 1. 

ァ グ

1899~1900 

192(i~27 

1944~45 

ァ ウ

1890~1900 

1926~27 

1944~45 

Iヽが

保 有怖別保有地而秘 （準位：ニ ーカー）
.. .. ---

... ・・----------------------. • ・・・-・一・・ • ·• •一• • •• • 一・

＇ ツール，フトカー 下級所有者， 1l3所 1法定小作人とその その他非占有小作
＇ •ント抵晴渚，テ 有小作人，その他 ：相続人 (1943~44．人，林地保打者，地 ,·i—| 

＇ カダールの耕作地
世製相続権をもつ 1

：小作人 I 
年後ill襲小作人） i代免除被賠与者等

•一 . ・・-・-・・・ -

1 | 

9,7:l0,000 i 
(35.9) i 

I 

5,790,000 i 15,650,000 I 6,010,000 I 1,149,0Q~l i 28,~~2:.02Q 
(2()．2) ！ (54. 8) I (21. 1) （4. 0) （100. （）） 

I 

6,496. 595 | 13,809,037 | 8, 543,630 781,692 29,621, 954 
(21. 9) | （46. 6) （100. 0) 

I 
(28.8) I c2.7) 

¥"6) I―-・―- -1 - | 

5！誓悶 • • I 

G40,ooo I 7,040,000 
(6.5) I (71.4) 

689,274 
(6.8) 

1,120,000 
(12.2) 

1,140,000 
(11.6) 

1,128,591 
(11.2) 

7,759,006 
(76.8) 

7,550,000 
(82.2) 

1,030,000 
(10.5) 

520,030 
(5.2) 

27,180,000 
(100.0) 

9,180,000 
(100.0) 

9,850,000 
(100.0) 

10,096,000 
(100.0) 

儘） （ ）内はバ ーセンテー ジ。

（出所） Z. A. C. report, vol. ~-
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- --....．------• -• 一 一—•一—- -I . 1945年土地保 イi 状況

人 数 1 叶に対する 1 而 凩！t |計に対する
百分 率 （エーカー） i 百分率---- -• 一•• •一ー ·· ―--・ • --• --• • • • --―-• •一—.. 一ー・ ー・ー• -• ・ー・・ ・ •一•- --.. ・・・"-・-- --"-- ---- ,. -・ •一·-. --- • • • -

I カクウニ第 1部 I 
1. シール 1,536,727 
2. フトカーシト 1,292,227 
3. テカダール，抵当権者耕作 1:15,006 
4. 永代保有椛所持者 831 
5. 固定地代率小作人 467,921 

6. アウドの特別条件小作人 2,569 
7. 旧所有小作人 396,183 
8. 占有小作人 6,038,361 
9. 世襲小作人 7,049,717 
10. 非占有小 作人 228,547 

11. 地主の許可を 得ない 占有者 2,424,381 
12. 地代免除被贈与者 535,132 
13. 割引地代率被贈与者 3,277 
14. 林地保有者 1,204,638 
15. 副所有者，下級所有者 241,100 

- .... -------・-・ ・・・・--・-・ --・--・ 

- - il --・ ――--•- - | 21, -56, --7 ,1 

. -・ 
I 五五，44;i

II カタウニ第 2部

1. 永代保有椛所持者の小作人

2. 地代免除・割引地代率被贈与者の小作人
3. シール， フ トカーツトの小作人
4. 1939年連合州小作法第 252条の借地人
5. 又小作人
6. 地主の許可を得ない占有者
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